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○栗東市立学童保育所の管理及び運営に関する規則 

平成１６年３月２４日 

規則第４号 

改正 平成２０年９月２９日規則第２９号 

平成２６年９月２５日規則第２０号 

平成２８年４月１日規則第４４号 

令和３年１０月２２日規則第２７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栗東市立学童保育所の設置及び管理に関する条例（平成１６年栗東市条例第１２

号）第２４条の規定に基づき、栗東市立学童保育所の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（指定管理者の申請） 

第２条 条例第４条第１項の規定による申請は、栗東市立学童保育所指定管理者指定申請書（別記様式

第１号）により、市長が定める期間内に行わなければならない。 

２ 条例第４条第１項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 年間の事業計画書 

（２） 年間の収支予算書 

（３） 定款等及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類） 

（４） 役員及び業務に従事する者の名簿及び履歴書 

（５） 当該法人その他の団体の過去２年間の活動実績の概要を記載した書類 

（６） 当該法人その他の団体の過去２年間の事業収支を記載した書類 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 前項第１号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１） 運営規則 

（２） 保育カリキュラム 

（３） 年間行事計画 

（４） 職員の体制 

（５） 帳簿の調製 

（６） 施設の維持管理作業に係る計画 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（協定） 

第３条 条例第５条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 前条第２項第１号の事業計画書に記載された事項 

（２） 委託費の額並びに支払い時期及び方法 
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（３） 施設内の物品の所有権の帰属 

（４） 個人情報の保護に関して必要な事項 

（５） 災害、事故、入所している児童の疾患又は負傷その他の緊急事態が発生した場合の対応 

（６） 入所の承認に係る基準 

（７） 危険負担 

（８） 指定管理者の指定解除に係る手続き 

（９） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業報告書） 

第４条 条例第１２条の事業報告書は、別記様式第２号によるものとする。 

２ 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年４月３０日までに市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１） 業務の実施状況 

（２） 施設の利用状況 

（３） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（条例第１７条の規則で定める期間） 

第５条 条例第１７条の規則で定める期間とは、養育を受けることができない状態が１月当たり１６日

以上かつ６月以上継続することをいうものとする。 

（定員） 

第６条 学童保育所の定員は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。ただし、

指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。 

（入所の申請） 

第７条 条例第１８条の規定による申請は、栗東市立学童保育所入所申請書（別記様式第３号）により

行うものとする。 

（入所の承認） 

第８条 指定管理者は、栗東市立学童保育所入所申請書の内容を審査の上、入所を承認するか否かを決

定し、栗東市立学童保育所入所承認・不承認決定通知書（別記様式第４号）により申請者に通知する

ものとする。 

（再委託の禁止） 

第９条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個

別の業務については、この限りではない。 

附 則 

この規則は、平成１６年７月１日から施行する。ただし、第２条、第６条、第７条及び第８条の規定

は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年９月２９日規則第２９号） 
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この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２６年９月２５日規則第２０号） 

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２４年法律第６

７号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日規則第４４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年１０月２２日規則第２７号） 

この規則は、令和３年１１月１日から施行する。ただし、第５条の改正規定は、令和４年４月１日か

ら施行する。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

 


